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（※１）市町村国保については、「総所得金額（収入総額から必要経費、給与所得控除、公的年金等控除を差し引いたもの）及び山林

所得金額」に「雑損失の繰越控除額」と「分離譲渡所得金額」を加えたものを加入者数で除したもの（市町村国保は「国民健康保険実

態調査」の前年所得を使用している）。協会けんぽ、組合健保、共済組合については、「標準報酬金額」から「給与所得控除に相当する

額」を除いたものを、年度平均加入者数で除した参考値である。（※２）被保険者１人当たりの金額を指す。（※３）加入者１人当たり

保険料額は、市町村国保は現年分保険料調定額、被用者保険は決算における保険料額を基に推計。保険料額に介護分は含まない。（※

４）介護納付金、特定健診・特定保健指導等に対する負担金・補助金は含まれていない。


机
に
置
か
れ
た
自
身
の
国
保
納
付
確
認
書
を
見
な
が
ら
「
収
入

が
高
い
人
に
も
っ
と
税
金
を
払
っ
て
ほ
し
い
」
と
話
す
秋
山
さ
ん

　

大
阪
で
暮
ら
す
堀
越
颯
太
さ

ん
（
20
代
）
は
今
年
の
４
月
ま

で
正
社
員
と
し
て
シ
ス
テ
ム
エ

ン
ジ
ニ
ア
の
仕
事
を
し
て
い
ま

し
た
。
現
在
は
失
業
保
険
を
毎

月
12
万
円
も
ら
い
な
が
ら
実
家

で
生
活
し
、
毎
月
１
万
円
以
上

を
国
保
料
と
し
て
支
払
っ
て
い

ま
す
。
何
度
か
転
職
し
て
い
る

堀
越
さ
ん
は
、「
精
神
的
に
不

安
定
な
と
こ
ろ
が
あ
っ
て
長
く

勤
め
ら
れ
な
い
と
き
も
あ
っ

た
。
月
１
で
抗
う
つ
薬
を
も
ら

っ
て
い
る
」
と
話
し
ま
す
。
堀

越
さ
ん
は
国
保
料
に
つ
い
て

「
高
い
と
思
う
。
国
保
は
前
年

の
所
得
が
基
に
な
る
け
ど
、

『
今
無
職
な
の
に
払
わ
な
い
と

い
け
な
い
の
は
な
ぜ
？
』
と
市

役
所
で
聞
い
た
こ
と
が
あ
る
」

と
話
し
ま
す
。「
免
除
措
置
は

本
当
に
し
て
ほ
し
い
」

　

編
集
・
出
版
系
の
事
務
所
に

勤
め
て
い
た
大
沢
未
来
さ
ん

（
30
）
は
、
今
年
５
月
末
に
会

社
側
が
給
与
を
支
払
え
な
い
こ

と
を
理
由
に
解
雇
さ
れ
、
国
保

の
加
入
申
請
を
し
ま
し
た
。
大

沢
さ
ん
は
会
社
都
合
の
退
職
で

あ
る
こ
と
か
ら
減
免
措
置
が
適

用
さ
れ
、
国
保
料
は
年
間
約
８

万
円
、
月
７
千
円
の
負
担
と
な

り
「
だ
い
ぶ
あ
り
が
た
い
」
と

話
し
ま
す
。
減
免
が
な
い
場
合

は
年
間
22
万
１
千
円
、
月
１
万

９
千
円
の
支
払
い
に
な
る
と
話

す
大
沢
さ
ん
。「
こ
れ
ま
で
保

険
料
は
、
給
料
か
ら
１
万
１
千

円
く
ら
い
引
か
れ
て
い
た
。
国

保
に
な
っ
た
ら
２
倍
く
ら
い
に

金
額
が
増
え
る
こ
と
に
気
づ
い

た
。
け
っ
こ
う
厳
し
い
と
思
っ

た
し
あ
り
え
な
い
」
と
言
い
ま

す
。「
会
社
か
ら
『
解
雇
で

す
』
と
言
わ
れ
た
と
き
に
、
保

険
料
と
か
税
金
を
負
担
し
な
き

ゃ
い
け
な
い
の
は
変
だ
と
思

う
」 

（
２
面
に
つ
づ
く
）

お
金
が
な
い
と
き
に
払
わ

お
金
が
な
い
と
き
に
払
わ

な
い
と
い
け
な
い

な
い
と
い
け
な
い

べ
て
、
加
入
者
一
世
帯
当
た
り

の
平
均
所
得
が
１
３
３
万
円
と

最
も
低
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

加
入
者
一
世
帯
当
た
り
の
平
均

保
険
料
が
13
・
８
万
円
と
、
負

担
が
最
も
重
い
と
い
う
特
徴
が

あ
り
ま
す
（
左
図
）。

　

低
所
得
者
が
多
い
に
も
か
か

わ
ら
ず
保
険
料
が
最
も
高
い
と

い
う
「
構
造
的
な
矛
盾
」
を
は

ら
ん
だ
制
度
で
あ
る
こ
と
か

ら
、
滞
納
す
る
世
帯
も
あ
り
ま

す
。
現
在
、
約
１
９
５
万
世
帯

（
22
年
６
月
現
在
）
が
滞
納

し
、
加
入
世
帯
の
11
・
４
％
に

あ
た
り
ま
す
。
滞
納
し
た
世
帯

に
対
し
て
は
、
市
区
町
村
が
預

貯
金
や
自
動
車
な
ど
財
産
差
し

押
さ
え
処
分
を
行
い
ま
す
。
21

年
度
は
28
万
７
８
４
０
件
に
上

り
ま
し
た
（
厚
生
労
働
省
調

査
）。
滞
納
へ
の
ペ
ナ
ル
テ
ィ

ー
と
し
て
保
険
証
を
取
り
上
げ

ら
れ
、
期
限
を
区
切
っ
た
「
短

期
保
険
証
」
に
変
え
ら
れ
た
世

帯
は
43
・
５
万
世
帯
、
医
療
費

を
全
額
支
払
う
「
資
格
証
明

書
」
に
変
え
ら
れ
た
世
帯
は
９

・
２
万
世
帯
に
上
り
ま
す
。

精
神
・
神
経
系
の
疾
患
で
受
診

す
る
人
が
組
合
健
保
加
入
者
の

数
倍
と
な
っ
て
い
ま
す
。
ハ
ラ

ス
メ
ン
ト
な
ど
が
原
因
の
精
神

疾
患
で
仕
事
を
辞
め
ざ
る
を
得

な
か
っ
た
人
が
加
入
し
て
い
る

か
ら
で
す
。

　

国
保
の
保
険
料
は
、
前
年
の

所
得
な
ど
を
基
に
市
町
村
ご
と

に
決
め
ら
れ
、「
国
民
健
康
保

険
料
」
ま
た
は
「
国
民
健
康
保

険
税
」
と
し
て
徴
収
さ
れ
ま

す
。
こ
の
国
保
料
が
高
す
ぎ
て

払
え
な
い
と
い
う
問
題
が
全
国

各
地
で
起
こ
っ
て
い
ま
す
。
国

保
は
他
の
公
的
医
療
保
険
と
比

　

市
町
村
と
都
道
府
県
が
共
に

運
営
す
る
市
町
村
国
保
（
以

下
、
国
保
）
は
、
74
歳
以
下

で
、
被
用
者
保
険
（
組
合
健

保
、
協
会
け
ん
ぽ
、
共
済
組
合

な
ど
）
に
入
ら
な
い
全
て
の
人

が
加
入
す
る
制
度
で
す
。
政
府

や
厚
生
労
働
省
は
、
国
保
を
い

つ
で
も
、
ど
こ
で
も
、
誰
で
も

医
療
が
受
け
ら
れ
る
「
国
民
皆

保
険
」
を
守
る
〝
最
後
の
セ
ー

フ
テ
ィ
ー
ネ
ッ
ト
〟
と
し
て
位

置
づ
け
て
い
ま
す
。

　

国
保
に
は
２
５
３
７
万
人

（
22
年
３
月
末
現
在
）、
お
よ

そ
国
民
の
５
人
に
１
人
が
加
入

し
て
お
り
、
非
正
規
労
働
者
な

ど
の
「
被
用
者
」（

33
・
２

％
）
や
年
金
暮
ら
し
の
高
齢
者

な
ど
の
「
無
職
」（

43
・
５

％
）
と
い
っ
た
、
低
所
得
者
が

多
い
の
が
特
徴
で
す
。
ま
た
、

「
構
造
的
な
矛
盾
」は
ら
む

「
構
造
的
な
矛
盾
」は
ら
む

　年々値上げされる国民健康保険料―。以前から

「高すぎる国保料」が問題となっていますが、2023

年度も値上げに踏み切る自治体が多くあります。青

年の７人に１人（21年度）が加入する国保。加入し

ている青年に話を聞くとともに、問題の背景を探り

ます。 （文中の青年は仮名、今井千尋記者）

高すぎる国保料

各保険者の比較

青年の生活にどう影響？青年の生活にどう影響？

トラブル相次ぐマイナンバーカード （３面）

元素や宇宙の起源が分かる？　天文学の魅力 （６、７面）

ただちに学費・奨学金返済を半額にし、高等教育無償化へ（10、11面）

314117７2023年　 月　 日（月）



秋
山
さ
ん
が
昨
年
度
に
納
付
し
た
国
保

税
。
年
間
で
12
万
４
千
円
払
っ
て
い
る

市町村国保市町村国保 協会けんぽ協会けんぽ 組合健保組合健保 共済組合共済組合

保険者数（2020年３月末）保険者数（2020年３月末） 17161716 11 13881388 8585

加入者数（2020年３月末）加入者数（2020年３月末）
2660万人2660万人

（1733万世帯）（1733万世帯）

4044万人4044万人

被保険者2479万人被保険者2479万人

被扶養者1565万人被扶養者1565万人

2884万人2884万人

被保険者1635万人被保険者1635万人

被扶養者1249万人被扶養者1249万人

854万人854万人

被保険者456万人被保険者456万人

被扶養者398万人被扶養者398万人

加入者平均年齢（2019年度）加入者平均年齢（2019年度） 53.6歳53.6歳 38.1歳38.1歳 35.2歳35.2歳 32.9歳32.9歳

加入者１人当たり医療費加入者１人当たり医療費

（2019年度）（2019年度）
37.9万円37.9万円 18.6万円18.6万円 16.4万円16.4万円 16.3万円16.3万円

加入者１人当たり平均所得加入者１人当たり平均所得

（※１）（2019年度）（※１）（2019年度）

86万円86万円

（１世帯当たり（１世帯当たり

133万円）133万円）

159万円159万円

１世帯当たり１世帯当たり

（※２）260万円（※２）260万円

227万円227万円

１世帯当たり（※２）１世帯当たり（※２）

400万円400万円

248万円248万円

1世帯当たり1世帯当たり

（※２）462万円（※２）462万円

加入者１人当たり加入者１人当たり

平均保険料平均保険料

（2019年度）（※３）（2019年度）（※３）

＜事業主負担込＞＜事業主負担込＞

8.9万円8.9万円

（１世帯当たり（１世帯当たり

13.8万円）13.8万円）

11.9万円11.9万円

＜23.8万円＞＜23.8万円＞

被保険者１人当たり被保険者１人当たり

19.5万円19.5万円

＜38.9万円＞＜38.9万円＞

13.2万円13.2万円

＜28.9万円＞＜28.9万円＞

被保険者１人当たり被保険者１人当たり

23.2万円23.2万円

＜50.8万円＞＜50.8万円＞

14.4万円14.4万円

＜28.8万円＞＜28.8万円＞

被保険者１人当たり被保険者１人当たり

26.8万円26.8万円

＜53.6万円＞＜53.6万円＞

保険料負担率保険料負担率 10.3％10.3％ 7.5％7.5％ 5.8％5.8％ 5.8％5.8％

公費負担公費負担
給付費等の50％給付費等の50％

＋保険料軽減等＋保険料軽減等
給付費等の16.4％給付費等の16.4％

後期高齢者支援等後期高齢者支援等

の負担が重い保険の負担が重い保険

者等への補助者等への補助

なしなし

公費負担額（※４）公費負担額（※４）

（2022年度予算ベース）（2022年度予算ベース）

４兆3034億円４兆3034億円

（国３兆1115億円）（国３兆1115億円）

１兆2360億円１兆2360億円

（全額国費）（全額国費）

725億円725億円

（全額国費）（全額国費）
なしなし

厚生労働省の資料を基に作成


